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RPAを活用した窓口業務の一部自動化の開始について 

三次市では，亡くなられた方のご遺族のお手続きについて，必要な手続きがスム

ーズに進められるよう，ＲＰＡを活用した運用を開始します。 

 

１ 概 要 

お身内の方が亡くなられた後のご遺族の方が必要となる手続きについては，他

のライフイベントに比べて手続きの種類が多く，手続きごとに氏名等何度も同じ

ものを記載していただく必要がありました。 

そこで，ＲＰＡを活用し，必要な手続きの抽出を自動化し，提出が必要となる

様式へ，亡くなられた方の氏名等をあらかじめ印字することで，手続きに係る負

担の軽減と時間を短縮しようとするものです。 

 

２ 運用開始  

令和３年１１月１日（月） 

 

３ 今後の取組 

市民課で対応している１３事務の手続きから開始し，今後，課税課，収納課，

環境政策課での手続きへ拡大していく予定です。 

 

 ＲＰＡとは 

  Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）

の頭文字で，ソフトウェアロボットが業務プロセスを自動化することです。
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